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      令和６年千代田区議会第１回定例会議事速記録（第１５１８号）《未定稿》 
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    午後１時２８分 開議 

○議長（秋谷こうき議員） ただいまから令和６年第１回千代田区議会定例会継続会を開会いた

します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 日程第１を議題にします。 

  ―――――――――――――――――――○――――――――――――――――――― 

 議案第１号 令和５年度千代田区一般会計補正予算第５号 

                             （予算特別委員会審査報告） 

 

○議長（秋谷こうき議員） 岩佐りょう子予算特別委員長から、同委員会の審査経過及び結果に

ついて報告をお願いいたします。 

    〔岩佐りょう子議員登壇〕 

○８番（岩佐りょう子議員） 全議員で構成する当予算特別委員会に審査を付託された議案のう

ち、補正予算議案の審査経過及び結果を報告いたします。 

 議案第１号、令和５年度千代田区一般会計補正予算第５号は、国・都補助金等過年度分精算金、

錦華公園の整備及び基金積立金等の経費を追加するものです。この結果、補正前の額７５９億６

１１万６,０００円から、６３億１,７５２万６,０００円の予算額が増額となり、補正後の一般会

計予算額は、８２２億２,３６４万２,０００円となります。 

 また、千代田区低所得世帯に対する価格高騰特別支援給付金、戸籍事務費、バリアフリー歩行

空間の整備、公園・児童遊園の整備等について、繰越明許費を定めるものです。 

 さらに、債務負担行為の補正として、自転車通行環境整備に係る令和６年度までの限度額、３

億４,０００万円の債務負担行為を追加するものです。 

 質疑の中で、中長期的な財政見通しの作成に当たっては、民間開放の在り方を加味して作成す

ることは難しいが、できる限り人件費に反映させながら毎年度の更新を行っていく予定であるこ

と。財政調整基金については、事業実施に財源が不足する場合に繰り入れる原資であり、令和６

年度予算においても必要な区民サービスを実施するための財源として有効に活用していること。

特別区財政調整交付金のうち、特別交付金については、庁内にその必要性等の周知に努め、歳入

確保に全庁挙げて取り組んでいくこと。開発協力金の使途、地域貢献の内容については、事業者

の意向を受けながらも、行政需要について事業者と協議して、望ましい地域貢献に誘導していけ

るよう努力していきたいと区が考えていること。公園・児童遊園の整備に関しては、従前からの

住民、新しい住民を問わず、地域の声をしっかり反映できるような方策を今後も取っていきたい

と区が考えていること。応札業者２者のうち１者が辞退し、落札率が９９％であった錦華公園の

整備については、今回、入札監視委員会の対象事案とはならなかったが、当該委員会の対象事案

の抽出については、国土交通省のガイドラインに基づき、３名の学識経験者の委員の判断により

行われるものであること。契約制度そのものを検討する区の再発防止対策検討委員会でしっかり

と検討していきたいと区が考えていること。神田警察通りⅡ期整備工事については、これまで
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様々な議論が積み重ねられてきたが、地域でも一致点が見いだせず、区議会においても判断が分

かれた中で議決された。今回の補正予算でも、改めて区議会に賛否を示してほしいと区が考えて

いること、などが明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論に入り、まず反対の立場から、本補正予算のうち、債務負担行為について

は、工事を粛々と進めると区は言っていたが、この２年間工事が進んでいないという現状を踏ま

えて、工事を現実的に可能なところから進める必要があること。また、地域を二分し、対立を深

めたことを反省し、周辺住民の意見を聞き、合意形成することが求められること。以上２点の理

由で反対する。 

 同じく、反対の立場から、区は嫌がらせなどの目的で法律上認められないことが明らかなスラ

ップ訴訟のような訴訟を提起し、それを理由に情報開示や答弁を拒否している。官製談合事件で

逮捕者まで出してしまった自治体とは思えない。本来ならば、今までの態度を反省し、透明性、

公正性を世間に認めていただくくらいの気持ちで区政を行わなければならないのに、談合と疑わ

れるような契約についても振り返ろうともせずに、別の案件では強引に計画を進めようとしてい

る。よって、本補正予算には反対する、との意見がありました。 

 次に、賛成の立場から、本補正予算案中の債務負担行為については、区は工事が妨害されてい

ることを理由としているが、これだけ工事が遅れていることについては、住民同士の一致点を見

いだす努力はまだまだ足りていなかったという結果であると考える。区においては、住民の合意

形成に力を尽くすことを求め、賛成する。 

 同じく賛成の立場から、自転車通行環境整備に係る令和６年度までの負担限度額について、３

億４,０００万円の債務負担行為を追加する補正予算は、神田警察通りⅡ期工事が本年３月末で現

契約期間が終了するため、引き続き工事を行う契約変更のために必要な補正予算措置である。本

整備工事は、自転車通行環境整備だけでなく、いわゆるバリアフリー法に基づく特定道路として、

その基準に対応した道路整備を行うものである。反対する方がいる一方で、障害者や高齢者、ベ

ビーカーや小さなお子さんを自転車に乗せて通るファミリー層の方々など、早期に整備してほし

いという地域の声もかなり多いと認識している。また、一部樹木の伐採が行われたところでもあ

り、安全性の観点からも、このままの状態で工事を中止すべきではない。道路整備を引き続き継

続するためにも、本補正予算に賛成する、との意見がありました。 

 討論を終了し、採決を行った結果、議案第１号、令和５年度千代田区一般会計補正予算第５号

は、賛成多数により可決すべきものと決定しました。 

 以上で、当予算特別委員会に付託された、補正予算議案の審査経過及び結果の報告を終わりま

す。ありがとうございます。 

○議長（秋谷こうき議員） お諮りします。 

 ただいま報告のありました議案第１号、令和５年度千代田区一般会計補正予算第５号は、投票

システムにより採決したいと思いますが、異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） 異議なしと認め、決定します。 
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 議案第１号に賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。 

    〔賛成・反対者ボタンにより投票〕 

○議長（秋谷こうき議員） 押し忘れはありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） なしと認め、確定します。 

 議案第１号は、賛成多数により原案どおり可決されました。 

 日程第２を議題にします。 

  ―――――――――――――――――――○――――――――――――――――――― 

 議員提出議案第３号 「議案第１号 令和５年度千代田区一般会計補正予算第５号」に対する 

附帯決議 

 

○議長（秋谷こうき議員） 提出者を代表して、はまもりかおり議員から提案理由の説明をお願

いいたします。 

    〔はまもりかおり議員登壇〕 

○１３番（はまもりかおり議員） 「議案第１号 令和５年度千代田区一般会計補正予算第５号」

に対する附帯決議の提案理由を述べさせていただきます。 

 今回の神田警察通り自転車通行整備工事の債務負担行為については、樹木の伐採についての問

題だけではなく、まちづくりを進める区の姿勢について問われるものでした。問題解決という観

点から、道路整備を前に進めるために、あらゆる選択肢を検討し実施しているのか、訴訟や警備

員の投入により声を上げる住民を抑える権威主義的なやり方を続けるのか、あるいは、地域の人

たちの声を聞いて、お互いに歩み寄り、対話的な手法を選択するのかです。残念ながら今回の答

弁からは、歩み寄り、対話の意向が見えず、現状を踏まえて、あらゆる方策を講じる姿勢は見え

ませんでした。 

 よって、以下のとおり、附帯決議を求めます。 

 １、神田警察通りの自転車通行環境整備全体工事を進捗させるため、現状を踏まえて、できる

ところから工事を進めること。 

 ２、最後まで合意形成をあきらめないこと。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（秋谷こうき議員） 議員提出議案第３号に対して討論の通告がありましたので、発言を

許可します。 

 ７番牛尾こうじろう議員。 

    〔牛尾こうじろう議員登壇〕 

○７番（牛尾こうじろう議員） 議案第１号、２０２３年度千代田区一般会計補正予算第５号に

対する附帯決議について、反対討論を行います。 

 附帯決議とは、可決された案件に対し、事業を執行する上での要望や留意事項をつけるもので

す。今回の補正予算の中にある自転車通行環境整備の債務負担行為は、２０２３年度本予算で可
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決した予算の延長であり、今回の附帯決議は２０２３年度の本予算につけるべきものであったと

考えます。附帯決議で述べられている内容について反対するものではありません。 

 区道整備といったまちづくりで大事なことは、沿道の住民間に勝者と敗者をつくらないことで

す。勝敗をつけたら、地域が分断されるからです。 

 かつて陳情審査した当該委員会の要請で実施された、沿道住民の意向調査や専門家の意見聴取

などで明らかになったことは、街路樹については多様な意見があるということでした。そうした

多様な意見を住民間で調整し、合意を形成する、その議論の場が不十分なまま、請負契約に進ん

だことが、工事が進まず、暗礁に乗り上げた要因なのではないでしょうか。その点で、区と議会

の責任は決して軽くはありません。 

 附帯決議が述べる合意形成づくりはとても大事なことです。ただ、現段階がどうなっているの

かということも考える必要があります。道路整備の請負工事契約そのものの有効性を論点とした

住民訴訟にまで立ち至っています。そのときに、合意できる一致点をどこに見いだしたらいいで

しょうか。現状を打開できるのは、住民の力です。多様な意見を互いに尊重し、折り合いをつけ

られる住民の自治の力だと思います。草の根でそうした醸成づくりに励むことが、今日の困難な

事態を招いた責任の一端を担う議会、そして区の果たすべき役割なのではないでしょうか。その

ことを述べて、討論といたします。 

○議長（秋谷こうき議員） 以上で討論を終了します。 

 お諮りします。 

 説明のありました議員提出議案第３号、「議案第１号 令和５年度千代田区一般会計補正予算

第５号」に対する附帯決議は、投票システムにより採決したいと思いますが、異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） 異議なしと認め、決定します。 

 議員提出議案第３号に賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。 

    〔賛成・反対者ボタンにより投票〕 

○議長（秋谷こうき議員） 押し忘れはありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） なしと認め、確定します。 

 議員提出議案第３号は、賛成少数により否決されました。 

 以上で、本日の日程を全て終了しました。 

 次回の継続会は、３月１４日午後１時から開会いたします。 

 ただいま出席の方には、文書による通知はしませんので、ご了承願います。 

 散会します。 

    午後１時４１分 散会 


